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被告 は,原 告 らの 2007年 (平成 19年 )1月 29F付 け 「証拠 白出書」 (以

下 r本件 申出書」 とい う。)に お ける上原公子 (以下 「上原 」 とい う。)の 証人尋

間の 申出について,以 下の とお り意見 を述べる。

1 原 告らは,証 すべき事実を
'住

基ネ ットからの離盛を決め継続 している自治

体の長 として,住 基ネ ッ トは食治事務 として どれほどの意義があるか。住民の

プライパシーを守る基藤 自治体の責任。」 として,国 立市長である上原の証人

尋問の辛出をするところ,上 記証す末き事業及び尋問事項の記裁に照あすと,

原告 らは,同 証人尋関によって,日 立市における住基ネ ッ トからの球脱状況等

(尋問事項 4及 び 5)に 基づいて任基ネッ トの 「意義」及び基礎 自治体の '責

任」についての一般的評価 (尋簡事項 1, 2, 3及 び 6)を ぃ立証 しようとす

るものと思われる。

しかしなが ら,以 下に述べるとお り,本 件において上原の証人尋間を行 う必

要性は認められない。             ・

2 証 人尋問とは,「訴訟の第二者に.そ の者が過去に経験 した事業を供述させ

て,そ れを証拠 とする手続」(門田正ノ、編 「長事証拠法体系第 3巻 」3ペ ージ)

であ り,当 事若関において事実関係 に争いがある場合に事実関係を確定するた

めに行われるものである。そのため,証 人に対 して,意 見の陳述を求める質問

や証人が直接経験 しなかった事実についての陳述を求める質問をして,まなら

ず,こ れ らは正当な理由がある場合に限って個別例外的に許 されるにすぎない

(民事訴訟規則 115条 2項 )。

しかるに,上 記のような住基ネ ントに関する一
般的評価については,こ れま

での審理において既に十分な主張立証が尽 くされている上に,仮 に工の点につ

いて証ノ、尋間が行われるとすれ|ま,結 局のところ上原の意見ないし憶測の開陳

に終始することが予想 されるか ら, このような証人尋問は,上 記のような証人

尋問本来の 目的に照 らし,不 遮当といわざるを得ないゎ



3 ま た,本 作は,い ずれも西東京市に在住する原告 らが同市長による住民票ヘ

の住民票諄― ドの記載及び住民票 ヨー ドの東京都知事への通知が,原 告らの人

格権ないしプライパシー権を負害するとL′て,被 告に対 し,国 家賠償法 1条 1

項に基づき損害賠償を求める事案であるところ,国 立持における住基ネットか

らの離脱状況等は,本 件 とは無関係な市町村に関する事情であり,お よそ原告

らの請求原因ないしこれを基礎づける事実とはいえないから,上 原の証人尋博

を行 う必要性は認められない.

4 さ らに,本 件 申出替の尋聞事項のうち,r2 基 避 自治体の事務運用におけ

る費用対効果」,「 4 国 立市長と して住墨ネ ッ ト離脱 を決定 した経緯」及ぴ

「5 住 基ネ ン ト離脱に関する国立市議会,目 立市民の反応どについては,別

件同種訴訟 (御庁民事第 60部 に係属 していた平成 14年 (フ)第 1630S

号ほか 9件 。なお,同 事件iごおいては,国 家賠償請求を含め,原 告 らの論本は

いずれ も栞却 きね″ている (石:第28号 証)。)に おける上原の証人尋間におい

ておおむね証言 されているから,原 告 らにおいて必要があれば,そ の尋簡誠書

を証拠 として提出すれば足 り,水 作で尋間を実施する必要性は認められない。

5 以 上のとお り,本 件申出誉による上原の証ナ、串間の申出は,明 らかに必要性

を欠 くから,速 やかに却下されるべきである。


